
 大田市特定業種企業立地奨励条例施行規則をここに公布する。 

 

  令和７年１２月２２日 

 

大田市長 

 

大田市規則第４３号 

   大田市特定業種企業立地奨励条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大田市特定業種企業立地奨励条例（令和７年大

田市条例第４５号。以下「条例」という。）の施行について必要な

事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 条例第１条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

⑴ サービスの連環による経済循環 仕入れや物流、運営費用の消

費などの一次的な経済効果に加え、当該企業への来店機会により

発生する人の流れに起因する経済波及効果等による経済循環を

いう。 

⑵ 消費機会の市外流出の防止 当該不足業種の消費機会が、市外

企業へ流出している状況に対して、市内消費に誘導して経済循環

を促すとともに、人流に付随して市外に流出していた消費機会も

市内経済へ還流することをいう。 

⑶ 市民生活の質の向上 当該不足業種により失われていた、生活

を支える機能を充足することに加え、当該企業の立地により文化

や教育、まちづくりといった様々な分野に新たな価値を提供し、

市民の生活の質を多角的に高めることをいう。 

（定義） 

第３条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

（認定の申請） 

第４条 条例第４条第５項の規定による申請は、立地計画認定申請書



（様式第１号）を市長に提出することにより行わなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 事業計画概要書（様式第２号） 

⑵ 法人登記事項証明書及び定款 

⑶ 事業の沿革を記載した書類 

⑷ 申請前２年間の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 

⑸ 事業所の概要、規模及び配置を記載した書類 

⑹ その他参考となる事項を記載した書類 

３ 第１項の規定による申請書の提出期限は、当該申請に係る新設の

ための施設整備の開始日の１箇月前とする。ただし、特別の事由が

あると認めるときは、市長が指定する日までとする。 

（計画の認定） 

第５条 市長は、条例第４条第３項の規定により立地計画を認定した

ときは、認定書（様式第３号）を申請企業に交付するものとする。 

２ 条例第４条第３項に規定する計画は、同項各号に定める要件のほ

か、次の各号に掲げる項目を考慮した計画であることとする。 

⑴ 助成対象期間が終了した後も、事業が安定して継続できるよう

に設計された計画であること。 

⑵ 書店を起点とした企画展開により、新たな需要の喚起や消費機

会の拡大に繋がる計画であること。 

⑶ 地域特性や顧客ニーズを踏まえた特色ある企画が盛り込まれた

計画であること。 

⑷ 書店機能を活用した交流機会の形成により、人の流れや回遊性

を高めることで、まちの賑わいを創出する計画であること。 

⑸ 幅広い世代に対して学びと読書に繋げる機会を広げ、地域にお

ける読書文化の向上を図るなど、地域に貢献する取り組みを盛り

込んだ計画であること。 

３ 条例第４条第３項第２号に規定する事業は、次の各号に掲げる要

件のいずれにも該当する事業とする。 

⑴ 一般書から専門書まで多様な分野にわたる書籍を取り扱うこと。 

⑵ 書籍・雑誌に係る売り場面積が１００平方メートル以上あるこ



と。 

⑶ 所定の定休日を除き、常時継続的かつ安定的に営業する店舗で

あること。 

４ 条例第４条第３項第３号に規定する市内に不足する状況とは、同

項第２号に規定する業種の事業に供する売り場面積が市内において

１００平方メートルに満たない状況をいう。 

５ 条例第４条第３項第５号に規定する企業は、次の各号に掲げる要

件のいずれにも該当する事業者とする。 

⑴ 大田市暴力団排除条例（平成２４年大田市条例第１号）に規定

する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う

者でないこと。 

⑵ 貸金業（貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２条第１項に

規定する貸金業をいう。）を行う者でないこと。 

⑶ 商品先物取引業（商品先物取引法（昭和２５年法律第２３９号）

第２条第２２項に規定するものをいう。）を行う者でないこと。 

⑷ 連鎖販売取引（特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５

７号）第３３条第１項に規定する連鎖販売取引をいう。）、訪問

販売（同法第２条第１項に規定する訪問販売をいう。）、電話勧

誘販売（同条第３項に規定する電話勧誘販売をいう。）その他こ

れらに類する方法により物品の販売、役務の提供その他の行為を

行う者でないこと。 

⑸ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３

年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業を行う者で

ないこと。 

⑹ 政治又は宗教活動を目的とする事業を行う者でないこと。 

⑺ 公序良俗に反する事業を行う者でないこと。 

（計画の変更の申請） 

第６条 条例第５条第１項の規定による計画の変更申請は、立地計画

変更認定申請書（様式第４号）を市長に提出することにより行わな

ければならない。 

２ 前項の申請書には、第４条第２項に掲げる書類のうち市長が必要



と認めるものを添付しなければならない。 

（助成金の交付申請） 

第７条 認定企業が、開設準備助成金を受けようとするときは、開設

準備助成金交付申請書（様式第５号）を操業開始日から１年以内に

市長に提出しなければならない。 

２ 認定企業が、家賃及び販路拡大助成金を受けようとするときは、

家賃及び販路拡大助成金交付申請書（様式第６号）を次に定める起

算日から２箇月以内に市長に提出しなければならない。 

⑴ 第１回 操業開始日から１年を経過した日 

⑵ 第２回 操業開始日から２年を経過した日 

⑶ 第３回 操業開始日から３年を経過した日 

⑷ 第４回 操業開始日から４年を経過した日 

⑸ 第５回 操業開始日から５年を経過した日 

⑹ 第６回 操業開始日から６年を経過した日 

⑺ 第７回 操業開始日から７年を経過した日 

⑻ 第８回 操業開始日から８年を経過した日 

⑼ 第９回 操業開始日から９年を経過した日 

⑽ 第１０回 操業開始日から１０年を経過した日 

３ 前２項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 助成金の算定根拠が分かる資料 

⑵ 貸借対照表及び損益計算書 

４ 条例別表に規定する開設準備助成金のうち、当該事業の用に供す

る建物の整備に要する経費並びに当該事業の実施に必要となる設備

及び備品の取得に要する経費については、その用途が書籍・雑誌小

売業（古本を除く）の運営に直接必要と認められない部分について

は、原則補助対象外とする。ただし、雑貨や食料品、文房具の売り

場等、書籍・雑誌の販売促進の観点から事業実施に必要と認められ

る場合、当該補助対象経費全体の２割以内に限り補助対象とするこ

とができる。 

５ 条例別表に規定する家賃及び販路拡大助成金のうち、当該事業の

用に供する月額又は年額で契約された土地及び建物については、そ



の用途が書籍・雑誌小売業（古本を除く）の運営に直接必要と認め

られない部分については、原則補助対象外とする。ただし、雑貨や

食料品、文房具の売り場等、書籍・雑誌の販売促進の観点から事業

実施に必要と認められる場合、当該面積の２割以内に限り補助対象

とすることができる。 

６ 条例別表に規定する家賃及び販路拡大助成金のうち、当該事業の

実施にあたって必要となる販売促進、広告宣伝その他販売活動の間

接的な費用に要する経費については、その用途が書籍・雑誌小売業

（古本を除く）の運営に直接必要と認められない部分については、

原則補助対象外とする。ただし、雑貨や食料品、文房具の売り場等、

書籍・雑誌の販売促進の観点から事業実施に必要と認められる場合、

当該補助対象経費全体の２割以内に限り補助対象とすることができ

る。 

（助成金交付決定の通知） 

第８条 市長は、第７条の規定による申請書の提出があった場合にお

いて、その内容を審査の上、助成金の交付決定をしたときは、その

旨を助成金交付決定通知書（様式第７号）により当該認定企業に通

知するものとする。 

（届出義務） 

第９条 条例第９条第１項の規定による届出は、当該事由に該当する

こととなった日から１０日以内に、それぞれ次に掲げるものを市長

に提出しなければならない。 

⑴ 操業開始届（様式第８号） 

⑵ 操業休止（廃止）届（様式第９号） 

（認定企業の地位の承継） 

第１０条 条例第１０条の規定による認定企業の地位を承継しようと

する者（以下「承継申請者」という。）は、事由の発生日から１０

日以内に認定承継申請書（様式第１０号）を市長に提出しなければ

ならない。 

２ 市長は、認定企業の承継を承認したときは、認定承継承認通知書

（様式第１１号）により承継申請者に通知するものとする。 



（認定の取消し等） 

第１１条 条例第７条の規定による認定の取消し又は減額若しくは返

還を命ずる場合は、認定の取消し及び助成金返還通知書（様式第１

２号）により通知するものとする。 

（その他） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に

定める。 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 



様式第1号(第4条関係) 

年   月   日  

  大田市長     様  

申請者 所 在 地 

名 称 

代表者氏名              印 

 

立地計画認定申請書  

 

 大田市特定業種企業立地奨励条例第 4 条第 5 項の規定に基づき立地計画の認定を

受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。なお、同条例施行規則第

5 条第 5 項に該当する事業者であることを誓約します。  

 

添付書類  

１．事業計画概要書  

２．法人登記事項証明書及び定款  

３．事業の沿革を記載した書類  

４．申請前 2 年間の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書  

５．事業所の概要、規模及び配置を記載した書類  

６．その他参考となる事項を記載した書類  

 

 

  



様式第2号(第4条関係) 

事業計画概要書 

 

１．会社の概要 

(1)一般概要 

企業名  代表者氏名  

本社所在地  設立年月日  

資本金  総従業員数  

 

(2)既設主要事業所等の概要 

事業所名 所在地 
従業員（人） 延床 

面積 

（㎡） 

事業内容 
正規 臨時 合計 

       

       

       

       

 

(3)主要取引金融機関 

  

  

２．立地に係る事業所の概要 

(1)事業所の名称   

(2)立地場所   

(3)建屋面積（延べ床面積） 

(4)書籍・雑誌小売業に係る売り場面積 

(5)契約年月（予定）   

(6)営業時間   

(7)休業日   

 

 

 



 

３．事業の継続、拡大のために取り組む計画 

項目 企画や工夫の概要 

市外に流出する消費機会を域内

消費へ誘導する企画や工夫 

 

事業が安定して継続できるよう

に計画に盛り込んだことや事業

継続のための工夫や検討してい

ること 

 

新たな需要の喚起や消費機会の

拡大に繋がる企画や工夫 

 

地域特性や顧客ニーズを踏まえ

た特色ある企画や工夫 

 

人の流れや回遊性を高めること

で、まちの賑わいを創出する企

画や工夫 

 

地域における読書文化の向上を

図る取り組みを盛り込んだ企画

や工夫 

 

  



４．立地の実施時期 

項目 実施時期 

①人材募集  

②建物整備  

③設備、什器購入  

④操業  

 

５．事業の用に供する賃借料及び共益費 

賃借料 円／ 月 ・ 年 

共益費 円／ 月 ・ 年 

合計 円／ 月 ・ 年 

※ 月額又は年額のいずれかで記載すること。 

 

６．立地に必要な資金の額及び調達方法（操業後３年までの間） 

        (単位：千円) 

年度  区分  自己資金  借入金  その他  計  備考  

操業時  
設備資金       

運転資金       

 年度  
設備資金       

運転資金       

 年度  
設備資金       

運転資金       

 年度  
設備資金       

運転資金       

合計       

 



７．立地に係る収支計画 

（単位：千円） 

 
１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 １０年目 １１年目 

令和  年 令和  年 令和  年 令和  年 令和  年 令和  年 令和  年 令和  年 令和  年 令和  年 令和  年 

売上高(①)           
 

売上原価(②)           
 

売上総利益 

(③＝①－②) 
          

 

販売費及び 

一般管理費(④) 
          

 

 

人件費            

家賃            

減価償却費            

水道光熱費            

広告宣伝費            

販売促進費            

            

            

            

減価償却費            

その他            

営業利益 

(⑤＝③－④) 
          

 

 



様式第 3 号(第 5 条関係) 

 

認定書 

第     号   

年  月  日   

 

          様 

 

大田市長           

            

   大田市特定業種企業立地奨励条例第 4 条第 3 項の規定に基づき、貴社より  年  

月  日付けで申請のありました立地計画について、同条例の目的達成に寄与するものとし

て認定します。 

 

認定条件   

 

  



様式第4号(第6条関係) 

年   月   日  

  大田市長     様  

申請者 所 在 地 

名 称 

代表者氏名         

 

立地計画変更認定申請書 

 

   年  月  日付け指令第 号で認定を受けた立地計画について、次のとおり変更し

たいので、大田市特定業種企業立地奨励条例第5条第1項の規定により、変更認定を申請しま

す。 

 

 

１．変更事項 

２．変更理由 

３．添付書類 

 (1) 事業計画概要書 

 (2) 法人登記事項証明書及び定款 

 (3) 申請前2年間の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書  

 (4) 事業所の概要、規模及び配置を記載した書類 

 (5) その他参考となる事項を記載した書類 

  



様式第 5 号(第 7 条関係) 

年   月   日  

大田市長     様  

申請者 所 在 地  

名 称  

代表者氏名         

 

開設準備助成金交付申請書  

 

  年  月  日付け指令第  号で認定を受けた立地計画について、大田市特定

業種企業立地奨励条例第 6条第 1項の規定により、助成金の交付を受けたく、次

のとおり申請します。  

 

１．認定企業の所在地及び名称  

所在地 

名 称 

２．操業開始日  

年  月  日  

３．助成対象事業開始日  

年  月  日  

４．助成対象開設準備費用  

  円  

６．助成金交付申請額  

  円  

 

添付書類  

(1)助成金の算定根拠が分かる資料  

(2)貸借対照表及び損益計算書  

  

 

 



様式第 6 号 (第 7 条関係) 

年   月   日  

大田市長     様  

申請者 所 在 地  

名 称  

代表者氏名          

 

家賃及び販路拡大助成金交付申請書  

 

  年  月  日付け指令第  号で認定を受けた立地計画について、大田市特定

業種企業立地奨励条例第 6 条第 1 項の規定により、助成金の交付を受けたく、

次のとおり申請します。  

 

１．認定企業の所在地及び名称  

所在地 

名 称 

２．助成対象事業開始日 (2 回目以降の申請の場合は前回の起算日 ) 

年  月  日  

３．起算日 (上記 2 の日から 1 年を経過した日 ) 

年  月  日  

４．助成対象賃借料及び共益費  

     円  

５．助成対象販売促進及び広告宣伝費等  

  円  

６．助成金交付申請額  

  円  

 

添付書類  

(1)助成金の算定根拠が分かる資料  

(2)貸借対照表及び損益計算書  

  



様式第 7 号(第 8 条関係) 

第      号  

年   月   日  

        様  

大田市長          

 

助成金交付決定通知書  

 

   年   月   日付けで申請のあった助成金の交付については、次のとお

り決定したので、大田市特定業種企業立地奨励条例施行規則第 8 条の規定によ

り通知します。  

 

１．助成金交付年度  

 

２．認定企業の名称及び住所  

名称  

住所  

３．操業開始日  

年  月  日  

４．助成対象事業開始日  

年  月  日  

５．助成金交付決定額  

⑴開設準備助成金      金         円  

⑵家賃及び販路拡大助成金  金         円  

⑶合計額          金         円  

  



様式第8号(第9条関係) 

操 業 開 始 届 

  年   月   日  

大田市長     様  

申請者 所 在 地  

名 称  

代表者氏名          

 

   年  月  日付け指令第 号の認定事業所の操業を開始したので、大田市特定業種

企業立地奨励条例第9条第1項第1号の規定により、次のとおり届け出ます。 

１．事業所建設着手年月日   

２．事業所建設完成年月日   

３．操業開始年月日   

４．立地場所   

  



様式第9号(第9条関係) 

操 業 休 止 (廃 止)届 

  年   月   日  

大田市長     様  

申請者 所 在 地  

名 称  

代表者氏名         

      

   年  月  日付け指令第 号の認定事業所の操業を休止(廃止)したので、大田市特

定業種企業立地奨励条例第9条第1項第2号の規定により、次のとおり届け出ます。 

１．認定年月日 

２．認定番号 

３．事業所の名称 

４．事業所の所在地 

５．操業休止(廃止)年月日 

６．操業休止(廃止)の理由 

  



様式第10号(第10条関係) 

認 定 承 継 申 請 書 

  年   月   日  

大田市長     様  

 所 在 地  

承継人 名 称  

代表者氏名        印 

              

   年  月  日付け指令第 号により認定された次の事業所に係る認定企業の地位を

承継したいので、大田市特定業種企業立地奨励条例第 10 条の規定により、次のとおり関係

書類を添えて申請します。なお、同条例施行規則第 5 条第 5 項に該当する事業者

であることを誓約します。  

 

１．認定企業 所在地 

       名 称 

       代表者氏名 

２．承継人  所在地 

       名 称 

       代表者氏名 

３．承継年月日 

４．承継する事業所の名称及び所在地 

５．事業の種目 

６．認定番号及び認定年月日 

７．承継の理由 

 

添付資料 

 （1） 事業の承継を証する関係資料 

 （2） その他参考となる資料 

 （3） 認定書(写し) 



 

様式第11号(第10条関係) 

認 定 承 継 承 認 通 知 書 

第      号  

年   月   日  

        様  

大田市長          

        

   年  月  日付けで申請のあった次の認定企業の地位の承継については、次のとお

り承認したので、大田市特定業種企業立地奨励条例施行規則第10条第2項の規定により通知

します。 

  承 継 者 当初 認 定を 受 けた 企 業 

企 業 名     

所 在 地     

代 表 者 氏 名     

承継事業所等の名称   

承継事業所等の所在地   

 

  



様式第12号(第11条関係) 

認定の取消し及び助成金返還通知書 

第      号  

年   月   日  

        様  

大田市長          

   

   年  月  日付けで指令第 号により認定した事業について、大田市特定業種企業

立地奨励条例第7条の規定により、次のとおり認定を取り消したので通知します。 

１．取消しの理由 

２．助成金の返還について 

    既に交付済の助成金     円については、 

  年  月  日までに返還すること。 

 

記 

（1） 認定番号 

（2） 認定年月日 

（3） 認定企業の所在地及び名称 

（4） 認定企業代表者氏名 


